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この度、働き方改革の一環として、職員の判断によりノーネクタイ等の働きやすい服装での執務を通年
で実施することとしましたのでお知らせします。

働きやすい服装での勤務による公務の能率化を図り、住民サービスのより一層の向上につなげてまい
ります。

●スケジュール●スケジュール
次のとおり、当面は試行期間として実施し、試行期間中に特段の支障が

なければ、引き続き本格実施とします。
１、試行期間　令和３年１０月４日（月）から令和３年１１月３０日（火）まで
２、本格実施　令和３年１２月１日（水）から

【問合せ先】 東通村総務課　総務Ｇ　☎　０１７５- ２７- ２１１１ （内線 ： ２７１）

詳細はこちらの

ＱＲコードから

働きやすい服装の通年実施について働きやすい服装の通年実施について


